
 

令和５年度砂利採取業務主任者試験実施案内書 

 

１ 趣     旨 

  砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第１５条第１項の規定により砂利の採取に伴 

う災害の防止に関して必要な知識及び技能について試験を実施するもので、砂利採取業 

者は、この試験に合格した砂利採取業務主任者を事務所ごとに設置しなければならない。 

 

２ 受 験 資 格 

  制限なし 

 

３ 試 験 の 方 法        

  筆記試験による                           

 

４ 試 験 科 目 

（１）砂利の採取に関する法令 

（２）砂利の採取に関する技術的な事項(基礎的な土木及び河川工学に関する事項を含む。) 

 

５ 試験期日及び場所 

（１）試 験 期 日 令和５年１１月１０日（金）午前１０時～正午 

受付：午前９時３０分～（※午前９時４５分までに来場のこと。） 

（２）試 験 場 所 テクノサポートおかやま 研修室 

          岡山市北区芳賀５３０１番地 

 

６ 受 験 手 続 

（１）受験願書等の提出先 

   〒７００－８５７０ 岡山市北区内山下２丁目４－６ 

   岡山県土木部河川課 

（２）受験願書等の受付期間及び提出方法 

   令和５年９月１２日（火）～１０月１１日（水）午前８時３０分～正午、午後１時

～午後５時１５分（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

ただし、郵便又は信書便による送付の場合は、令和５年１０月１１日（水）の消印

又は通信日付印があるものまで受け付ける。なお、郵送の場合は、封筒の表に「砂利

採取業務主任者試験受験願書」と朱書すること。 

（３）提出書類 各１通 

  ア 受験願書（様式第９） 

    イ 写真票 

    写真は縦６cm、横４cmとし、受験願書提出前６箇月以内に撮影した正面上半身像

とする。裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記入し、写真欄に貼り付けること。 

  ウ 受験票（郵便はがき） 

     官製はがきを利用するか、６３円切手を貼り、表面に郵便番号、送付先住所及 

   び宛て名を明記すること。裏面には、受験者氏名（ふりがな）を記入した受験票 

   様式を貼付すること。 

（４）受験願書等の配布 

   岡山県土木部河川課、各県民局建設部（各地域事務所建設部を含む。）、岡山市下

水道河川局下水道河川計画課及び倉敷市建設局土木部土木課で交付する。 



（５）受験願書等の請求 

  ア 郵便で請求する場合 

    封筒の表に「砂利採取業務主任者試験受験願書請求」と朱書し、宛て先明記の返 

   信用封筒（長形３号、９４円切手貼付）を必ず同封の上、岡山県土木部河川課まで 

   送付すること。 

  イ インターネットで入手する場合 

    岡山県土木部河川課のホームページからダウンロードすることができる。 

   岡山県土木部河川課のホームページ https://www.pref.okayama.jp/soshiki/64/ 

 

７ 受 験 手 数 料            ８，０２０円 

  上記相当額の岡山県収入証紙を受験願書の岡山県収入証紙貼り付け欄に貼り付けて納 

付すること。貼り付け欄に入りきらない場合は、表面の余白に貼り付けること。 

  なお、１０月１日以降は、受験願書のバーコードを収納専用窓口で読み取り手数料を

納付し、納付済証（シール形状）を納付済証貼り付け欄に貼り付けること。 

岡山県収入証紙の主な販売場所及び収納専用窓口は、岡山県出納局会計課のホームペ

ージに掲載している。 

   岡山県出納局会計課のホームページ https://www.pref.okayama.jp/soshiki/73/ 

 

８ 試験案内及び受験票 

  受験願書等を受理した場合は、当該受験者に「受験票」を送付するので、試験当日必 

ず持参すること。 

  なお、受験票は受付締切後、岡山県土木部河川課から１０月１９日（木）頃発送する 

ので、１０月２６日（木）を過ぎても受験票が届かない場合は、必ず岡山県土木部河川

課（電話０８６－２２６－７４７８）まで連絡すること。 

 

９ 合格者の発表        

  合格者の受験番号について、令和５年１１月３０日（木）（予定）に岡山県土木部河

川課前に掲示、岡山県土木部河川課のホームページ（https://www.pref.okayama.jp/sosh 

ki/64/）に掲載する。 

なお、合格者には郵送で直接通知する。 

 

10 留 意 事 項 

（１）郵便事故等により受験願書等が岡山県土木部河川課に届かなかった場合、県は責任 

  を負わないので、必要に応じて郵便書留等の利用を検討すること。 

（２）試験会場内での喫煙はしないこと。また、ゴミは全て持ち帰ること。 


